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取締役報酬の一部返上に関するお知らせ 

 

本年 8 月 12 日に発表しました通り、電通ならびに電通グループの上期の業績見込みは、

単体で売上高前年比 97.1％、営業利益前年比 81.8％、連結で売上高前年比 98.3％、営業

利益前年比 92.6％と、厳しい状況を見込んでおります。このような状況下、取締役の経営

責任として、取締役（社外取締役除く）月例報酬の一部を 10 月から当分の間、役位に応じ

て 10％～5％返上することといたしました。 

 

 業績の取締役報酬への反映は、賞与が売上総利益・営業利益の前年比に連動するものと

なっており、今年度の業績結果の反映は、来年 6 月に支給の取締役賞与でなされる予定で

す。今回の取締役月例報酬の一部返上は、取締役賞与への業績反映に先立つもので、社の

業績に対する当社取締役の厳しい現状認識を示すものです。 

 

以上 


